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火災保険をご契約のお寧さまへ

●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　●

掌うちの建築費が

あがっています!
前回の保険加入時に設定した評価額のままの場合、

事故の際に損害の額に対して保険金が不足する可能性があるため、

i害毒皇室聖三宝三園晴上ナ一回音量上れ、主題

保険の対象と同-の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。

保険の対象に対して設定する契約金顎である保険金額は、評価額に基づいて設定します。

※評価額は、主に新築時点での建築費や、地域ごとの新築費の単価等に基づいて算出します。

●近年、エネルギーや原材料の価格の上昇

傾向が強まっています。また、建築賞材の

価格の高騰や消費税の引き上げなども、

建築費の上昇の要因となっています。

●これらの社会情勢から、同じ建物でも評価

額が変動している可能性があります。
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保険金額は

見直さなかった・・・

2,000万円
保険金額

2,000万円 2,000万円で建築

保険金額も

見直しました!

2,520万円ト2・520万円あれば
2・000万円では　十2,000万円

保険金のお支払いは保険金額限度のため、
同等の建物を建築できる補償内容にするためには、

評価額だけでなく保険金額も見直す必要があります。
▼

険金額は、原則として建物評価額と同じ額をおすずめしま

保険金額が評価額に対して低く設定されていると、全焼などの大きな事故の場合に、 

保険金が十分に受け取れない可能性があります。 
‥　I乞　また、建物評価額と保険金額を同じ額iこしない場合iま、建てかえ費用特約(刺がセット 

されませんので、ご注意ください。 

詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

※保険の対象に建物を含む丁HEすまいの保険の契約のうち、建物の協定再調達価額(建物評価額)二建物の保険金額 
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㊤損害保険ジャパン株式会社
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〒1 60-8338東京都新宿区西新宿1 -26- 1

<連絡先>https://www sompo-JaPan.⊂OJP/contact/

SO M POグループの-貝です。

お問い合わせ先(取扱代理店)

損害保険ジャパン代理店

賦舗北総エージェンシー
〒28掴狙千無官豊前睦台3-25-2大竹ビ肌01

TELO476-90-3351 FAXO476-90-3352
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